
令和 年 月 日

事業計画変更認可申請書
事業計画変更届出書
施行規則に基づく届出書

①主たる事務所 ⑧利用運送の業務の範囲

②営業所 ⑨利用運送の保管施設

③休憩・睡眠施設 ⑩利用する事業者の概要

④自動車車庫 ⑪事業の休止

⑫事業の廃止

⑬氏名・名称又は住所

⑥利用運送を行うかどうかの別 ⑭役員

⑦利用運送の営業所 ⑮その他

（ ・ ）

（官庁使用欄）
受付
（運輸局） （支局）

(担当者氏名) 香川　二郎

(電話番号) 087-851-XXXX (Fax番号) 087-851-XX△△

連 絡 先 申請者 代理人 の別

(メールアドレス) abc-ZXY@truck.〇×

代 理 人

住 所 (〒)

申 請 者 株式会社香川トラック運輸

代 表 者 (役職) 代表取締役 (氏名) 四国　太郎

電話番号 087-851-XXXX

760-00△△

「営業所の老朽化による」「事業規模の拡大」など

一般貨物自動車運送事業の
（特別積合せ貨物運送を除く）

変更・届出事項

⑤各営業所に配置する事業用自動車の
　 種別ごとの数

（変更・届出の理由、届出事由の発生の日）

（認可申請を受けたいの理由を明記）

香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

(フリガナ) カブシキガイシャ　カガワトラックウンユ

住 所 (〒)

四 国 運 輸 局 長
殿

香 川 運 輸 支 局 長

✔

✔

・『変更理由』の記載をお忘れなく。
※認可を受ける際の理由として必要になります

ので簡潔にご記載ください。

✔

✔

✔
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※変更に係る項目のみ記載すること

⑤
各営業所に配置す
る事業用自動車の

種別ごとの数

新 別紙２のとおり

旧 別紙２のとおり

本社 営業所

（無蓋） （合計） 道路幅員営業所

旧

収容能力 （有蓋）

第４車庫
位置

（合計） 道路幅員

位置

④
車庫

新

収容能力 （有蓋） （無蓋）

（無蓋） （合計） 道路幅員営業所

旧

収容能力 （有蓋）

第３車庫
位置

（合計） 道路幅員

位置

④
車庫

新

収容能力 （有蓋） （無蓋）

480.00 （合計） 1,012.40 道路幅員 6.50

第２車庫
位置 　香川県坂出市〇△町１丁目３０番地－１

旧

収容能力 （有蓋） 532.40 （無蓋）

（合計） 道路幅員

位置

④
車庫

新

収容能力 （有蓋） （無蓋）

（無蓋） 450.00 （合計） 450.00 道路幅員 6.50本社 営業所

旧

収容能力 （有蓋） 0.00

第１車庫
位置 　香川県坂出市〇△町１丁目１０番地－１

（合計） 1,576.25 道路幅員 5.50

位置 　香川県高松市〇〇町３丁目３番地－６

㎡

位置 　香川県坂出市〇△町１丁目１０番地－１

㎡ 休憩睡眠

④
車庫

新

収容能力 （有蓋） 0.00 （無蓋）

㎡ 睡眠

（ 本社 ） 営業所 旧

休憩

1,576.25

㎡ 休憩睡眠 ㎡

位置 　香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

③
休憩・睡眠施設

新

休憩 ㎡ 睡眠

②
営業所

新

名称 本社営業所 郵便番号 760-00△△ 電話番号 087-851-XXXX

位置 　香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

旧

名称 本社営業所 郵便番号 762-00〇〇 電話番号 0877-46-□□□□

位置 　香川県坂出市〇△町１丁目１０番地－１

別紙１-１

変更・届出事項

①
主たる事務所

新

名称 本社営業所 郵便番号 760-00△△ 電話番号 087-851-XXXX

位置 　香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

旧

名称 本社営業所 郵便番号 762-00〇〇 電話番号 0877-46-□□□□

位置 　香川県坂出市〇△町１丁目１０番地－１

・『主たる事務所』変更の記載をお忘れなく。
※本社営業所（主たる事務所）を変更の場合、

主たる事務所の変更も、お忘れなく変更内容を記載ください。

・休憩睡眠施設、車庫の『収容能力』の記載をお忘れなく。
※休憩睡眠施設や車庫を変更される場合は、新旧ともに

収容能力の記載をお忘れないよう記載ください。

・休憩睡眠施設、車庫が複数ある場合は、変更が無くても
新旧欄ともに記載ください。

・車庫として使用しなくなったなどの理由により外す場合は、

旧欄にその住所地等を記載し、新欄には記載しないでくだ
さい。



申請車庫に関する確認書

項目

区分
道路状況

 有・無

 有・無

 有・無

 有・無

 有・無

 有・無

この申請車庫に関し上記のとおり相違ないことを確認します。

名　　　　  称

代 表 者 氏 名 代表取締役　四国　太郎

車
庫
出
入
口

５ｍ以内に 　横断歩道　・　横断歩道橋の昇降口

２０ｍ以内に 　公園・小学校・幼稚園・その他これに類するもの

車庫を他のものと併用することの有無

洗車設備の有無

囲障の有無

交通安全上支障の有無

３００ｍ以内の区間に待避
所の有無

　　　　　有　・　無 　　　　有　・　無

令和〇年△□月××日

株式会社香川トラック運輸

　　　　　有　・　無 　　　　有　・　無

駅前繁華街等歩行者の多い
指定の有無

　　　　　有　・　無 　　　　有　・　無

道
路
の
状
況

車庫の前面道路
車庫からのオープン道路まで
の道路（最小の幅員部分）

道路の種別 国道・県道・市町村道・私道 国道・県道・市町村道・私道

道路の幅員 　　　　　　６ｍ　舗装　有・無　　　　　ｍ　舗装　有・無

歩道の有無 　　　　　有　・　無 　　　　有　・　無

交通量極小の指定の有無 　　　　　有　・　無 　　　　有　・　無

一方通行指定の有無

内　　　　　容

申
請
車
庫
概
要

車庫の所在地 香川県高松市〇〇町３丁目３番地－６

収容能力 1,576.25 ㎡

営業所からの距離 0 km

連絡設備の内容 営業所・車庫が隣接している場合を除き、記入ください。

付属する施設 休憩　　８㎡　・ 睡眠　８㎡　・ その他

土地の所有権 所　有　　　・　　　借　入

これ以降の欄については、
「車庫の前面道路」や「出入り口周

辺」について該当する箇所に〇印等
を記入ください。

『洗車設備の有無』について
車庫の認可を受ける際は必ず洗車設
備が必要となります。



㎡ ㎡ ㎡

← →

↑
10ｍ

↓

休憩所面積 ← 6ｍ →

洗車設備

１． 方位、縮尺、車庫に接する道路の幅員、車庫の出入口を明記すること。
２． 有蓋の部分は朱書すること。
３． 寸法の単位はメートルとする。
４． 車庫配置平面図に使用するときは、各車両を明記すること。

無蓋部分

面積
27.5㎡×35.5㎡＝976.25㎡

合　　　計

600.00 976.25

（注）

1,576.25

14ｍ

事務所

有蓋部分

面積
30㎡×20㎡＝600㎡

事務所面積 休憩室
4m

10㎡×14㎡＝140㎡ ←4m→ 前面道路

4㎡×4㎡＝16㎡

⇒
⇐

営業所・休憩睡眠施設・車庫 事業者番号

　平　面　図 事業者名 株式会社香川トラック運輸

所属営業所名 位　　　　　　　　　　置

本社営業所
営業所・休憩睡眠施設：香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５
　　　　　自動車車庫：香川県高松市〇〇町３丁目３番地－６

収容能力

有　　　蓋 無　　　蓋

『無蓋（むがい）』
屋根がない駐車場の面積

『有蓋（ゆうがい）』
屋根のある駐車場の面積

小数点第二位まで計算のうえ、記載くださ

『洗車設備』場所の記載
車庫の認可を受ける際は必ず洗車設
備について記載ください。



１.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数

普通自動車

２.変更する自動車の明細

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

・ kg

を記載すること

３.増減車予定日

令和　　年　　月　　日から実施する。

４.自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積

(1)自動車車庫の位置及び収容能力

㎡ × ＝

㎡ ＝

㎡ ＝

㎡ ＝

266.00

㎡

合計 9 両 322.00 ㎡

2.0ｔまで（ロングを除く）

㎡

7.5ｔまで（ロング及び7.5ｔダンプ含む）　　

※内訳には、普通自動車にあっては普通・小型・牽引・被牽引の別、霊きゅう自動車にあっては宮型・洋型・バン型・バス型の別

車庫の収容面積合計 1,576.25 0.9 1,418.63 ㎡

2 両 × 28 56.00 ㎡

増車後の台数 両

概
算
必
要
面
積

7.5ｔ超（3.5ｔ超ワイドロング含む）　　　 7 両

営業所  増 減

両 × 15

× 38

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

営業所  増 減

0

営業所  増 減

所属営業所 増・減車の別 内訳 車名 年式 最大積載量

2 0

車両の形状 登録番号又は車台番号

0

0

営業所 0

9 7 2 0 0 9合計 7

9

営業所 0

営業所 0

0

別紙２（⑤の場合）

牽引 被牽引 計

本社 営業所 7 2 9

所属営業所
新 旧

普通 小型 牽引 被牽引 計 普通 小型

7 2

※変更後の車庫面積を記載ください。
複数ある場合は、合算した数値を記載くだ

さい。

※車庫面積を変更される際は、変更後の車庫
面積が営業所保有車両を収容するのに必要な

面積を有しているかを確認するために当書類
が必要となります。



道路幅員証明願

（道路管理者等）

　　　　殿 　　　　　　申請者 住所

下記事項について四国運輸局に提出する必要があるので証明願います。

　　　　　記

路線名

区　間

通常の道路
（第５条第２項）

市街地区域内極少指定道路又は
一方通行とされている道路
（第５条第１項）

通常の道路
（第５条第３項後段）

市街地区域内極少指定道路又は
一方通行とされている道路
（第５条第３項前段）

通常の道路
（第６条第２項）

一方通行とされている道路又はその道路におおむね
３００メートル以内の区間ごとに待避所のある道路
（第６条第１項）

市街地区域外極少指定道路
（第６条第１項）

上記のとおり証明する。
（道路管理者等）

令和　　年　　月　　日
市　町　記　入　欄

自動車車庫の位置 香川県高松市〇〇町３丁目３番地－６

出入路

道路の幅員

車両制限令第５条又は第６条に定める道路の区分（該当する道路を○で囲むこと。）

一般市街地道路

市街地区域内の道路

歩行者が多くて、歩
道のない駅前、繁華
街道路

市街地区域外の道路

令和　　年　　月　　日

香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

氏名
株式会社香川トラック運輸

代表取締役　四国　太郎

これ以降の欄については、提出先であ
る道路管理者が記入するため空欄とし

ます。

車庫前面道路が国道以外の道路であれば、
提出が必要となります。

道路管理者（県道なら県の土木事務所）に請
求ください。



　　殿 申請者 住所

㊞

下記事項について、四国運輸局へ提出する必要があるので証明願います。

　　　　　記

☑ 営業所 位置

□ 休憩睡眠施設 の

□ 自動車車庫 　 地番

都市計画法第５条、第７条及び第８条に定める区域及び地域

　　　　　　　（該当する所を○で囲む）

 １.　都市計画区域

　　Ａ　市街化区域

      （１）第一種低層住居専用地域

      （２）第二種低層住居専用地域

      （３）第一種中高層住居専用地域

      （４）第二種中高層住居専用地域

      （５）第一種住居地域

      （６）第二種住居地域

      （７）準住居地域

      （８）近隣商業地域

      （９）商業地域

      （１０）準工業地域

      （１１）工業地域

      （１２）工業専用地域

　　Ｂ　市街化調整区域

　　Ｃ　該当なし

 ２.　都市計画区域外

香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

令和　　年　　月　　日
市　町　受　付　印

用途地域証明願

令和　　年　　月　　日

高松市長 香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

氏名
株式会社香川トラック運輸

代表取締役　四国　太郎

証明を願う位置住所を記載ください。

市町役場で請求して下さい。
（付近見取図を申請書を添付ください。）



事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制

１．運行管理及び整備管理の体制

○　アルコール検知器の配備計画
設 置 型 ： 　  台 ・ 台

○　日常点検計画
日常点検場所 ： ・ 　　日常点検の実施者　：

○　営業所と車庫間の距離（※複数の車庫がある場合は最も遠い車庫について記載する。）
0.5 km

○　車庫が営業所に併設されていない場合の連絡方法及び対面点呼の実施方法

・　営業所と車庫間の運行管理者（補助者）の移動手段及び所要時分

分

・　車庫における運行管理者（補助者）の駐在時間
時から 時まで）
時から 時まで）

・運転者の営業所と車庫間の主な移動手段及び所要時分

分

　 様式１-１（②、④の場合）

担当役員 運行管理者 補助者（※１）
運転者

氏名　香川　一郎 氏名　高松　九朗 氏名　讃岐　元気

社長

担当役員 整備管理者 補助者（※１）

氏名　徳島　三郎 氏名　丸亀　十郎 氏名　坂出　花子

  □確保予定（令和　　年　　月　　日までに確保予定）
   常時選任運転者

 　担当常勤役員等 ２人   法令試験受験予定者の氏名　：
   運行管理者 １人   ☑確保済み（ 四香貨物第〇□×号・　　）  （※２）

  □確保予定（令和　　年　　月　　日までに確保予定）
  ・勤務時間（　　時　　分　～　　　時　　分）　　　　　　　　
  ・休日（　　日／月）

６人

5

車庫

  　（別紙のとおり）

   運行管理補助者 １人   □確保済み（　　　　　　　　・　　　　　　　　）  （※４）
　（※１）   □確保予定（令和　　年　　月　　日までに確保予定）
   整備管理者 １人   ☑確保済み（　　　　　　　　・　　　　　　　　）  （※２）

  □確保予定（令和　　年　　月　　日までに確保予定） 
   整備管理補助者 １人   □確保済み
　（※１）

　　携 行 型　　：　

　 連絡方法   ：

□　点呼実施場所が車庫の場合（※併設されていない場合のみ記入）

移動手段　：

1

   その他従業員 人

（※１）補助者を選任するときは記載する。（※２）資格者証番号及び交付年月日を記載する。（※３）運行管理
者が２人以上いる場合は統括運行管理者について記載する。（※４）運行管理者資格を取得している場合は（※
２）の内容を、取得していない場合は基礎講習修了年月日を記載する。（※５）道路運送車両法施行規則第３１条
の４第１号の場合は研修修了年月日を、第２号の場合は合格証書番号及び交付年月日を、第３号の場合はその旨を
記載する。

　　出庫時　 （
　　帰庫時　 （

移動手段　：
所要時分　： 2

徒歩

整備管理者

☑　点呼実施場所が営業所の場合（※併設されていない場合のみ記入）

所要時分　：

（※３）

※営業所を新設される場合や車庫を拡張さ
れる

際には忘れずに記載ください。



２．事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育　（※６）及び事故処理等の体制

○　事故防止に関する指導教育方法及び計画

　・　定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定
☑ 有（実施時期（※７）； 1 箇月以内）　　・ □ 無

　・　特定の運転者（事故惹起、初任、高齢）に対する特別な指導及び適性診断の受診の予定の有無

□ 有 ☑ 該当無し

○　過積載の防止に関する指導教育方法及び計画　

　・　定期的な研修・講習会等についての計画の有無及び実施予定
☑ 有（実施時期（※７）； 1 箇月以内）　　・ □ 無

　・　積載量確認方法
□ 計量器による　　　・ ☑ 運送依頼票による

○　事故処理連絡体制

○ 苦情処理体制
苦情処理責任者 （ 役職等：代表取締役 ）

苦情処理担当者 （ 役職等： ）

○　適用する運送約款
☑ ①運輸省告示第５７５号（平成２年１１月２２日）による標準貨物自動車運送約款を適用する。

□ ②運輸省告示第５７７号（平成２年１１月２２日）による標準引越運送約款を適用する。

□ ③国土交通省告示第１０４７号（平成１８年８月３１日）による標準霊きゅう運送約款を適用する。

□ ④上記以外の運送約款を適用する。

※適用する運送約款の□欄に✔印を入れてください。

（　070-xxx-xxxx　） （　090-xxx-xxxx　）

・

運転者
運行管理者（※８）

氏名 ： 高松　九朗 運行管理者

警察署 運輸支局

（※６）　貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条　・　「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
          行う指導及び監督の指針を定める件」（平成１３年８月２０日 国土交通省告示 第１３６６号）

（※７）　新規許可、事業承継認可又は営業所の新設認可等を受けた日から初回の研修・講習会等を実施するまでの
          月数を記載。

（※８）　（　　）内に連絡先の電話番号を記載する。

氏名 ： 四国　太郎

社長（※８）

【忘れずに記載ください】
・事故処理時の連絡体制
・苦情処理への対応者
・適用する運送約款

【忘れずに記載ください】
・事故処理時の連絡体制
・苦情処理への責任者・対応者
・適用する運送約款



・　事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画

　　確保人員　： 人 ・ 人

・　国土交通省告示第１３６５号に適合する勤務割及び乗務割の計画　　（労使協定の締結予定の有無　　☑有 ・ □ 無）

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 時間

様式１－２（②の場合）

確保予定人員　：

運転者氏名又は
確保予定年月日

１箇月当り
の拘束時

間

１日当りの拘束時間 １箇月当り
の乗務日

数

運転時間 休息期間

最大 平均
２日平均
１日当り

２週平均
１週当り

連続運転
勤務と勤
務の間

讃岐　八郎
320 16 13 20 9 44 4 8

〇〇年××月入社予定
320 16 13 18 9 44 4 8

阿波　一太郎
293 12 10 15 7 22 4 10

伊予　二太郎
293 12 10 15 7 22 4 10

土佐　三太郎
280 9 9 12 5 20 2 16

16
〇〇年△月入社予定

280 9 9 10 5 20 2

※　「運転者氏名又は確保予定年月日」欄は、運輸開始までに選任予定の運転者が確保済みの場合は
　　当該者の氏名、確保予定の場合は確保予定年月日を記載する。

※　既に貨物自動車運送事業の許可を取得している場合は、１箇月あたりの拘束時間の長い者上位１０名を記載する。

4 2

※営業所を新設される際は忘れずに記載くださ

い。

【必要記載事項】



（別紙様式　２）

住所

氏名又は名称

代表者の氏名

運　転　者　名　簿

香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

株式会社香川トラック運輸

代表取締役　四国　太郎

氏　　名 住　　　　　所 生年月日 免許種別 備考

※営業所を新設される際は忘れずに記載ください。

【必要記載事項】
・運転者氏名
・免許証記載の住所
・生年月日
・免許種別
・備考



四国運輸局長　殿
香川運輸支局長　殿

令和　　　年　　　月　　　日

住 所

氏名又は名称 株式会社　香川トラック運輸

代 表 者 代表取締役　四国　太郎

様式例１（②、③、④、⑦の場合）

宣　誓　書

　貨物自動車運送事業法第４条第１項第２号に規定する事業計画のうち、営業所、車庫及び
休憩・睡眠施設について、都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓いたします。

香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

・宣誓内容を十分に確認ください。

・宣誓内容に虚偽が確認された場合、認可が取り消されることが

ありますのでご注意ください。



1

2

3

4

5

6

令和　　　年　　　月　　　日

様式例３（法人申請用、②・④・⑤・⑥の場合）

申請日前３ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所（営業所の新設を行う場合にあっては、申請地を
管轄する地方運輸局内における全ての営業所）に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価に
おいて「Ｅ」の評価を受けた者でないこと（当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡
回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。）。

四国運輸局長 　殿
香川運輸支局長　 殿

宣　誓　書

申請日前６ヶ月間（悪質な違反の場合は１年間）又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局
長（沖縄総合事務局長を含む。）又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局長（運輸監理部長を含
む。）から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以
上の処分又は使用制限（禁止）処分を受けた者（当該処分を受けた者が法人である場合における当該処
分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を
執行する役員として存在していた者を含む。）ではないこと。

　貨物自動車運送事業法第９条に基づき、事業用自動車に関する事業計画を変更するに
あたっては、以下の項目について相違ないことを宣誓いたします。

　なお、宣誓日以降処分日までの間に宣誓した内容と相違することとなった場合には、
直ちに報告いたします。

申請日前３ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生
させていないこと。

申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、
有効な自動車検査証の交付を受けていること（特別な事情がある場合を除く。）。

法第６０条第１項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及
び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。

施行規則第１２条に該当する場合を除き、運送の役務の対価としての運賃（以下「運賃」という。）と運送の
役務以外の役務又は特別に生ずる費用にかかる料金（以下「料金」という。）とを区分して収受する旨が明
確に定められている運送約款を使用していること。

株式会社　香川トラック運輸

代 表 者 代表取締役　四国　太郎

（役員） 役職 代表取締役 氏名 　四国　太郎

（法人）

住 所
　香川県高松市〇〇町３丁目３番地－５

氏 名 又 は 名 称

（役員） 役職 監査役 氏名 　高知　五郎

（役員） 役職 監査役 氏名 　愛媛　四郎

（役員） 役職 専務取締役 氏名 　香川　一郎

（役員） 役職 取締役部長 氏名 　徳島　三郎

・宣誓内容を十分に確認され、代表取締役を含む 役員全員の氏名

及び役職の記載をお願いします。

・宣誓内容に虚偽が確認された場合、認可が取り消されることが
ありますのでご注意ください。


